
個人情報ファイル簿（令和7年12月10日現在）

局 部 課(室) 名称 所在地 種別

政令第21

条第7項に

該当する

ファイル

名称 所在地 名称 所在地

1 防火管理講習修了者検索システム 消防長 消防局 予防部 予防課
防火管理講習の受講歴を確認し、防火管理講習

課程修了証明書の再発行のため利用する。

1.管理番号、2.講習種別、3.交付番号、4.氏名、5.フリガナ、6.生年月日、7.本籍（都道府県）、8.住所、9.講習期間、

10.交付年月日、11.勤務先、12.再交付年月日、13.再交付回数、14.備考
防火管理講習受講者 本人提出の申込書 含まない ー

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

なし
電算処理

ファイル
あり 該当

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

― ― ― ― ―

2
災害事案管理システム

（火災・警戒事案）
消防長 消防局 予防部 予防課

火災原因、損害等を調査し、事後の消防行政に

反映させる。
1.氏名、2.フリガナ、3.年齢、4.性別、5.職業、6.電話番号、7.住所 火災・警戒事案に関係した者 本人及びその家族からの聴き取り 含まない

健康福祉局　保険衛生部

国保年金課

財政局　財務部　固定資産

税課

区役所　福祉課

社会福祉法人　熊本市社会

福祉協議会

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

なし
電算処理

ファイル
なし 該当

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

― ― ― ― ―

3 防火対象物管理システム 消防長 消防局 予防部 予防課
消防法及び火災予防条例に基づく防火対象物情

報及び届出情報を管理するために利用する。
1.氏名、2.フリガナ、2.住所、3.電話番号

建物所有者、建物管理者、建物占有者、防火管

理者、工事者、消防に関する届出の申請者（禁

止行為の解除承認申請、特例適用申請、民泊な

ど）

本人提出の届出書、消防法に基づく立入検査 含まない ー

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

なし
電算処理

ファイル
なし 該当

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

― ― ― ― ―

4 救助活動報告書 消防長 消防局 警防部 警防課 救助活動の記録のため 氏名、年齢、住所、職業、電話番号
発見者、通報者、建物責任者、建物所有者、死

傷者
本人及びその他関係者からの聴取 含まない ー

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

なし
電算処理

ファイル
なし 該当

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

― ― ― ― ―

5 消防団員台帳 消防長 消防局 警防部 警防課 団員情報管理のため 氏名、年齢、住所、職業、電話番号、団員歴 熊本市消防団に入団した者 本人及びその他関係者からの聴取 含まない ー

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

なし
電算処理

ファイル
なし 該当

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

― ― ― ― ―

6 指令管制業務 消防長 消防局 警防部
情報司

令課
各種災害対応 １氏名、２性別、３住所、４電話番号、５生年月日、６年齢、７傷病名、8障害、9健康状態、１0家族状況

・災害に関係あるもの（傷病者、通報者、関係

者等）

・災害弱者情報（６５歳以上の高齢者、障がい

手帳交付者、介護保険被保険者）

・避難行動要支援者データ

・本人から収集

・災害時の通報者及び関係者等

・所管課からのデータ提供

含む ー

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

なし
電算処理

ファイル
なし 該当

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

― ― ― ― ―

7 救急活動報告書 消防長 消防局 警防部 救急課

熊本市消防局救急業務規程第30条に基づき、救

急活動の内容を消防署長へ報告するために各救

急隊が作成。

そのデータを、消防組織法第40条に基づき消防

庁長官へ報告するため救急課で利用。

１.救急事案番号、２.出場番号、3.所属部、4.出場隊、5.入力者、6.指令日時、7.事故種別、8.搬送/不搬送、9.搬送者

数、10.出場場所、11.校区、12.覚知区分、13.管轄、14.受令場所、15.不搬送理由、16.医師出場、17.転院理由、18.複数

傷病者発生、19.夏の事故、20.冬の事故、21.救急隊員名・資格等、22.市施設、23.施設区分、24.非常災害、25.災害名

称、26.大規模イベント、27.イベント名称、28.サンキューカード、29.救急ボイストラ、30.時間経過・事故概要等、31.

特記、32.特定行為/指示要請、33.患者情報（救急事案番号・事故種別・№・傷病者情報（住所・住居区分・氏名・生年

月日・年齢・性別・既往歴・通院病院）・発生場所区分（中分類・小分類・発生階層）・救急隊判断（緊急度・傷病程

度・傷病名））、34.医療機関情報（収容期間・選定者・選定理由・問合せ回数・引継（病院収容）時刻・管外理由・転

送回数・転送理由・困難医療機関）、35.現場到着時の状況（現場到着・接触時状況・主訴等）、36.観察処置経過（観

察時点・実施時刻・意識・呼吸・Spo2・血圧・脈拍・心電図・体温・瞳孔・その他所見・応急処理）、37.血糖値測定

結果

救急搬送された者及び不搬送となった者
本人及びその家族、親族または病院、施設関係

者
含む ー

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

なし
電算処理

ファイル
なし 非該当

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

― ― ― ― ―

8 救命講習名簿 消防長 消防局 警防部 救急課

熊本市応急手当普及啓発活動実施要綱に基づ

き、講習修了者を講習修了者名簿にて救急課で

管理。

1．氏名、２.年齢、３.性別、４.連絡先、５.勤務先 講習修了者及び再講習修了者 本人 含まない ー

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

なし
電算処理

ファイル
なし 非該当

熊本市総務局行

政管理部法制課

（情報公開窓

口）

〒860-8601

熊本市中央区手取本

町１番１号

― ― ― ― ―

記録情報の経常的提供先

記録情報

に条例要

配慮個人

情報が含

まれると

きは、そ

の旨

個人情報ファイルの

種別

No

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等

個人情報ファイルの名称

行政機

関等の

名称

個人情報ファイルの利用目的 記録項目 記録範囲

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称

記録情報の収集方法

要配慮個

人情報が

含まれる

ときは、

その旨

備考

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

行政機関

等匿名加

工情報の

提案の募

集をする

個人情報

ファイル

である旨

作成され

た行政機

関等匿名

加工情報

に関する

提案をす

ることが

できる期

間

行政機関等匿名加工

情報の概要


